
１．認定とは

（１号認定） お子さんが満３歳以上で、教育を希望する場合

（２号認定）

（３号認定）

（利用先） 幼稚園、認定こども園（教育部分）

次の３つの区分に応じ、施設などの利用先が決まっています。

教育標準時間認定

保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育（利用先）

（利用先）保育園、認定こども園（保育部分）

お子さんが満３歳以上で、「保育の必要な事由」に該当し、
保育園等での保育を希望する場合

お子さんが満３歳未満で、「保育の必要な事由」に該当し、
保育園等での保育を希望する場合

満３歳以上・保育認定

満３歳未満・保育認定

資料３

平成２８年７月２６日　こども入園課　№1

（３）　１号～３号認定利用者の保育料について（報告）

平成２８年度　第１回子ども子育て会議資料

子ども・子育て支援新制度に移行した幼稚園、認定こども園、保育園、地域型保育を希望する保護者の方は、利用のために認定を受けていただきま
す。



２．国の制度改正(平成２８年４月１日　施行）

②ひとり親世帯等への優遇措置を拡充
⇒第１子の保育料を、通常保育料の半額、第２子以降の保育料を無料

小１～

（改正前） （改正前）

小４～

（改正後） （改正後）

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳3歳 4歳 5歳 小１ 小２ 小３

小３ 小４～ 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 小１～
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5歳 小１ 小２

（改正内容） 　　　　　年収約３６０万未満相当世帯に対する保育料の軽減措置の実施

①1号認定こどもについては、小学校３年生まで、２･３号認定子どもについては、小学校就学前までとされている多子計算に係る年齢制限を撤廃し、
第２子半額、第３子以降の無料化の実施

3歳 4歳

第１子

（小4以上は

カウント

対象外）

第２子

（第1子
扱）

全額

負担

第３子

（第2子
扱）

半額

負担

1号認定

第３子

（第2子
扱）

半額

負担

第２子

（第1子
扱）

全額

負担

第１子

（小1以上は

カウント

対象外）

第1子の年齢にかかわ

らず、第2子半額、第3

子以降、無料とする。

第１子

（小4以上

もカウント

対象）

第２子

半額

負担

第３子

無料

2･3号認定

多子計算は、小3

までをカウントの

対象とする。

第３子

無料

第２子

半額

負担

第１子

（小1以上

もカウント

対象）

多子計算は、小学

校就学前までをカ

ウントの対象とす

る。

第1子の年齢にかかわ

らず、第2子半額、第

3子以降、無料とする。



単位:円

第２子以降　保育料

3 ～ 77,101円 未満 無料

単位:円

第２子以降　保育料
３歳未満児 3歳児 ４歳以上児 ３歳未満児 ３歳児 ４歳以上児

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

1 1円 ～ 16,200円 未満 7,800 6,600 6,600 3,900 3,300 3,300
2 16,200円 ～ 32,400円 未満 8,800 7,500 7,500 4,400 3,750 3,750
3 32,400円 ～ 48,600円 未満 9,800 8,300 8,300 4,900 4,150 4,150
4 48,600円 ～ 54,600円 未満 17,000 15,000 15,000 8,500 7,500 7,500
5 54,600円 ～ 60,600円 未満 19,500 17,500 17,000 9,750 8,750 8,500
6 60,600円 ～ 72,700円 未満 22,500 20,000 19,000 11,250 10,000 9,500
7 72,700円 ～ 77,101円 未満 25,000 21,500 20,000 12,500 10,750 10,000
8 84,800円 ～ 97,000円 未満 28,000 23,000 21,000 14,000 11,500 10,500
9 97,000円 ～ 121,000円 未満 33,000 27,000 23,000 16,500 13,500 11,500
10 121,000円 ～ 145,000円 未満 38,000 28,000 24,000 19,000 14,000 12,000
11 145,000円 ～ 169,000円 未満 41,000 29,000 25,000 20,500 14,500 12,500
12 169,000円 ～ 185,000円 未満 47,000 30,000 25,000 23,500 15,000 12,500
13 185,000円 ～ 201,000円 未満 50,000 30,000 25,000 25,000 15,000 12,500
14 201,000円 ～ 217,000円 未満 51,000 30,500 26,000 25,500 15,250 13,000
15 217,000円 ～ 233,000円 未満 52,000 30,500 26,000 26,000 15,250 13,000
16 233,000円 ～ 250,000円 未満 53,000 30,500 26,000 26,500 15,250 13,000
17 250,000円 ～ 267,000円 未満 54,000 30,500 26,000 27,000 15,250 13,000
18 267,000円 ～ 284,000円 未満 55,000 30,500 26,000 27,500 15,250 13,000
19 284,000円 ～ 301,000円 未満 56,000 30,500 26,000 28,000 15,250 13,000
20 301,000円 ～ 333,000円 未満 62,000 33,000 27,000 31,000 16,500 13,500
21 333,000円 ～ 365,000円 未満 63,000 33,000 28,000 31,500 16,500 14,000
22 365,000円 ～ 397,000円 未満 64,000 33,000 28,000 32,000 16,500 14,000
23 397,000円 ～ 550,000円 未満 68,000 34,000 28,000 34,000 17,000 14,000
24 550,000円 以上 70,000 34,000 28,000 35,000 17,000 14,000
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３．年収約３６０万未満相当のひとり親世帯等に対する保育料の改正内容（所得割７７，１０１円未満の世帯が対象）

①１号認定利用者（幼稚園、認定こども園（教育部分）

在籍児童の属する世帯の階層区分 月額保育料　（第１子）…Ａ 第１子  保育料(Ａの半額相当額）

②２号・３号認定利用者（保育園、認定こども園（保育部分）、地域型保育）

階層
区分

1
生活保護世帯 0 0 0

2
1階層を除く市町村民税非課税世帯及び市町村民税均等割の
み課税世帯 0 0 0

市町村民税の所得割課税額の世帯

1円 13,200 5,150

在籍児童の属する世帯の階層区分 月額保育料　（第１子）…Ａ 第１子  保育料  (Ａの半額）

階層
区分

A
生活保護世帯

B A階層を除く市町村民税非課税世帯

市町村民
税均等割
及び所得割
課税額の
世帯

無料

～
～

～
～

～
～

～
～

～～
～


